
新規学卒者及びＵ・Ｉターン者等就業奨励金及び高齢者雇用奨励金
市内の若年者の雇用及び地元への定着促進、Ｕ・Ｉターン及び移住・定住の促進、また、経験・知識が豊富な６５歳以
上の高齢者の労働力を活かし、宮古管内産業の活性化を図るため、奨励金を交付します。

岩手県宮古市

助成型（※2）

人材育成・雇用

・市内に住所を有する新規高卒者、新規大卒者、高齢者（６５歳以上）
・市外に３年以上居住していた者で、宮古市に転入し、宮古公共職業安定所管内事業所に
就職したＵ・Ｉターン者

2022年12月12日～

一人につき１０万円

交付までの流れ：離職せず１２ヶ月経過した後に奨励金を請求する

宮古市産業振興部産業支援センター商業労政係
電話：0193-68-9067

https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/shuugyoushoureikin.html
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